
引受保険会社 取扱代理店

誤って物を壊してしまう…

トラブルに巻き込まれた際、
誰も助けてくれない…

特別支援教育が必要なお子様へ

賠償責任を補償
ぜんちなら

誤って他人の物を壊したり、ケガを
させた場合の法律上の賠償責任を
補償します。

日常生活でケガを
することが多い…

当事者同士での解決が難しい…

入院・通院を
日額保障

ぜんちなら

予期せぬケガをした場合には、入
院・通院を日額で保障します。

東京海上日動と提携
示談代行サービス付き

ぜんちなら

お客さまに代わって相手方・相手方保険会
社と交渉を行います。

弁護士がサポート
ぜんちなら

被害事故に遭われた際、相談から解決まで
サポートします。

詳しくは中面へ▶

ぜんちのこども傷害保険なら
お役にたてます!!

①東京海上日動、ぜんち共済共通の補償内容
被保険者本人が日本国内で他人にケガなどをさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任
を負った場合に保険金をお支払いします。ただし、以下②または③については、東京海上日動または
ぜんち共済のいずれかの商品でのみ補償されます。

示談代行サービス付き

事故例 ●洗面所で手を洗った後、蛇口を閉め忘れて階下に水濡れ損害を与えてしまった。
●道路歩行中に他人にぶつかり、ケガをさせてしまった。

②東京海上日動の商品のみの補償内容
(1) 被保険者本人に加え、本人の配偶者、本人またはその配偶者の同居の親族等の事故も補償します。
(2) 日本国内の事故だけでなく、日本国外の事故（1 億円限度）も補償します。

示談代行サービス付き

③ぜんち共済の商品のみの補償内容 示談代行サービスなし

被保険者本人が突発的なパニックにより他人を殴ったり、暴れてケガをさせてしまった場合も補償
します。

※｢①東京海上日動、ぜんち共済共通の補償内容｣については、両商品の保険料が必要となります。
※東京海上日動の個人賠償責任補償のご加入を希望しない場合は、ぜんち共済株式会社（0120-322-150）
　までご連絡ください。

※詳細は、重要事項説明書（総合生活保険（個人賠償責任補償））のP1~P2をご確認ください。

個人賠償責任補償について、
東京海上日動とぜんち共済の補償が

一部重複します。

ご確認ください!

東京海上日動の
個人賠償責任補償

ぜんち共済の
個人賠償責任補償

②

補償重複部分
①③

保険金額
5億円

保険金額
1千万円

（＊）両社の商品で対
象となる事故の場合、
保険金額（支払限度
額）は 5 億 1 千万円
となります。

＊

（国内の事故に限ります）

〒101－0032 東京都千代田区岩本町三丁目5番8号岩本町シティプラザビル5F

（営業時間　月～金　9：00～17：00土日･祝日･年末年始を除く）

TEL：03－5835－2571

0120-322-150コールセンター
FAX：03-5835-2572 URL：http://www.z-kyosai.com/

こんな経験
ありませんか？
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ぜんちこども傷害保険リーフレット _ 外面



12,500円

権利擁護
費用補償

ケガの
入院・
通院保障

「ぜんちのこども傷害保険」の保障内容と保険料
ご加入の条件

1,000万円までの実費

通院1日につき

（1事故につき30日限度）
2,000円

30,000円

入院1日につき

（1事故につき30日限度）
5,000円

（1入院につき1回まで）

（初回保険料 2,600円※1）

（※1）

1,100円

5法律相談費用 万円までの実費

100 万円までの実費

1万円までの実費

弁護士委任費用

接見費用

◆個人賠償責任保険金
● 廊下を走り職員にぶつかってしまい、落ちた職員の眼鏡を踏み壊した⇒33,100円

● スクールバスの窓ガラスに気付かず、頭をぶつけガラスを割った⇒39,312円

● 石を蹴って遊んでいた際、昇降口のガラスに当たり割った⇒12,000円

● 背後からの呼びかけに驚き、目の前にいた女性を誤って突き飛ばしケガを負わせた⇒895,459円

● 駐車中の車に気付かずプール横のフェンスから飛び降りた際に、教員の車を傷つけた⇒537,415円

◆権利擁護費用保険金
● 虐待被害を受け、その事件対応を弁護士に依頼⇒210,000円

◆傷害入院・通院保険金

● 鬼ごっこをした際に鉄棒に歯を強打した　3日間通院⇒6,000円

● 自転車の練習中に転倒し腕を骨折した　18日間通院⇒36,000円

● キャンプ場で蛇に手指を咬まれた　8日間入院⇒ 40,000円

■保険料の払い込みについて
●口座振替の場合:保障（責任）を開始した月の27日（休日の場合は翌営業日）に
　指定の金融機関口座から引き落としとなります。
●振込用紙による振込:保障（責任）を開始した月の末日までに払い込んでください。

●次の場合には、保険金のお支払い対象となりません。
　○責任開始日以前に受傷したケガが原因で入通院した場合。
　○入院の原因となったケガが、責任開始日以前に受傷していたものと、医学的に重要な因果関係にある場合。
　○契約前から入院中である場合、または契約前に入院治療の予定が決まっている場合。
●保険期間内（1年間）にお支払いできる傷害入院保険金、傷害通院保険金、傷害手術保険金の合計額は80万円までとなります。
●保険期間内（1年間）にぜんち共済でお支払いできる全ての保険金の合計額は1,000万円までとなります。

（★）上記の補償内容は個人賠償責任補償の内容についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず東京海上日動の「重要事項
説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、ぜんち共済株式会社までお問い合せください。ご契約を申し込まれる
方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。

《お申込から保障開始までのスケジュール例》
5月 6月 7月 8月
20日 1日 27日30日

責任開始日

保険料口座引落日
（口座振替の場合）

保険料払込期日

保障開始（保険期間一年間）

※保険証券は保険料
　払込確認後、郵送
　いたします。

ご注意ください

お支払いできる主な事例

※「ぜんちのこども傷害保険」は毎月20日がお申込の締切日です。
「保険契約申込書」と「記入例」を切り離し、同封の返信用封筒でご返送ください。
毎月20日までに当社に申込書が届き、当社が当月末までに保険契約のお引受けを承諾した
場合に翌月1日から保障（責任）が開始されます。

お申込手順

ご注意 必ずお読みください。

保険契約申込書が
当社に届いても、
保険料の払い込み
がない場合、契約
は無効となり、保
険金のお支払いは
できません。

申込書締切
（毎月20日）

※上記は東京海上日動が作成した事例であり、過去に実際に発生したものではありません。

ご注意 必ずお読みください。

東京海上日動の個人賠償責任補償は、申込月の翌月1日より補償を開始いたします。万が一「ぜんちのこども傷害保険」の
責任開始日が早まった場合でも、東京海上日動の個人賠償責任補償の責任開始日は早まりませんので、ご注意ください。
また、保険料のお支払いが遅れている場合でも、東京海上日動の個人賠償責任補償は補償の対象となるケースがあります。
事故が発生した場合は速やかにぜんち共済までご報告ください。

ネットからのお申込みは
ネット申込OK、クレジットカード払OK(ネット申込のみ)

ぜんち共済

【ご利用いただけるカードの種類】

ネット申込の保障開始までのスケジュールは
ぜんち共済ホームページをご確認ください。

※1　東京海上日動の示談代行サービス付き個人賠償責任補償保険料（1,500円）は上記の合計保険料に含まれております。
※2　東京海上日動の示談代行サービス付き個人賠償責任補償部分について、ご不明な点がある場合や上記以外のプランをご希望の場合は、直接ぜんち共済株式会社
　　  までお問い合わせください。　
※3　「被害事故」、「公的医療保険対象の手術」、「特定重度障害状態」についての詳細は約款をご覧ください。

※詳細は、「ご契約に際しての重要事項」、「約款」をご覧ください。 URL：https://www.z-kyosai.com/web/

＊初回保険料には、東京海上日動の示談代行サービス付き個人賠償責任補償の保険料相当分を一括で請求いたします。
　2か月目以降は、当該補償を除いた保険料相当分を分割請求いたします。

【年払の場合】（1年間にお支払いいただく保険料）

【月払の場合】（一か月にお支払いいただく保険料）

年齢 満5歳～満18歳 対象の方 特別支援教育を必要とされる方であればどなたでもご加入いただけます。

個人賠償
責任補償
①

個人賠償
責任補償
②

保障内容／保険料

　　東京海上日動の
示談代行サービス付き
個人賠償責任保険金

億円5 億円1

保険金額

国内外において、日常生活で他人にケガなどをさせ
たり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を
負った場合、1事故につき保険金額を限度に保険金を
お支払いします。また国内での事故（訴訟が国外の裁
判所に提起された場合等を除きます）に限り、示談交
渉は原則として東京海上日動が行います。（★）

加害事故解決保険金
他人の物を壊したり、ケガをさせたとき
※この補償には示談代行サービスはついていません。

傷害入院保険金
不慮の事故によりケガを負い、事故の日からその日
を含めて180日以内に国内における病院・診療所に
入院をした場合

傷害通院保険金
不慮の事故によりケガを負い、事故の日からその日
を含めて180日以内に国内における病院・診療所に
通院をした場合

傷害手術保険金
傷害入院保険金が支払われる場合で、入院期間中に
公的医療機関によって保険給付の対象となる手術
を受けた場合※3

10万円傷害死亡保険金
不慮の事故によりケガを負い、事故の日からその日
を含めて180日以内にお亡くなりになった場合

10万円特定重度障害保険金
不慮の事故によりケガを負い、事故の日からその日
を含めて180日以内に医師の認定により特定重度
障害状態になった場合※3

（総合生活保険（個人賠償責任補償））
一時払1,500円※1 ※2

New

ぜんち共済の
個人賠償責任保険金（ ）

権利擁護費用保険金

被害事故が生じた場合に弁護士に法律相談したと
き※3　（法律相談費用）

被害事故が生じた場合に弁護士に委任したとき
※3　（弁護士委任費用）

被害事故が生じた場合に弁護士に接見を依頼したと
き※3　（接見費用）

国内 国外

合
計
保
険
料
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